
教育改革・ＩＣＴ推進対策特別委員会 

 

１ 開 催 日 時  令和３年６月 22 日（火） 10 時 01 分～11 時 46 分 

 

２ 開 催 場 所  第二委員会室 

 

３ 説  明  員  総合企画部長および関係職員 

 

４ 議 事 の 概 要        

（１）デジタル改革関連法等と（仮称）滋賀県ＤＸ推進戦略策定における県の考え方に 

ついて 

 委員からは、ＩＣＴ化とＤＸを区別し、県民の利便性の向上を目指し、課題をデジ

タルで解決するという視点でスピード感を持って取り組んでほしい、行政の仕事を専

門家に入ってもらい整理することが必要である、などの意見が出された。 

 

（２）教育におけるＩＣＴの活用について 

   委員からは、オンラインの良さを活かした研修を行ってほしい、ＡＩの活用が大切

であり重点的に取り組んでほしい、端末のＢＹＯＤでの整備は保護者の経済的負担が

大きいことからよく考えてほしい、などの意見が出された。 

また、今後の委員会の進め方について、今後、集中的に取組を進めるため委員会と

しても後押しがしたい、大きな転換点になることから条例化も含めて考えたい、教員

や保護者、子どもの意見も聞きたい、ＩＣＴだけではなく総合的に育てる教育が必要

である、臨機応変に対応できなくなるなど条例で定めることがいいのか疑問がある、

などの意見が出され、条例化を目指して提言をまとめていく調査研究を進めていく

こととされた。 

 

 

 

 

 



委員会に配付された資料 

１ デジタル改革関連法等と（仮称）滋賀県DX推進戦略策定における県の考え方 

２ 滋賀県の教育施策の基本的な方針と2020年代を通じて実現すべき「令和の 

日本型学校教育」の姿等について 

 


